


 



 













 
 

 































別添２（参考様式） 

 

年  月  日 

 

国立研究開発法人国立環境研究所 理事長 殿 

 

住 所 

商号又は名称 

氏 名 

 

競争参加資格（６）の資格要件に係る証明書類の提出について 

 

令和８年１月９日付け公示された「国立研究開発法人国立環境研究所環境整備

維持管理業務」における競争参加資格（６）の資格要件に係る証明書類について、

別紙１及び２のとおり提出します。 

 

 

 

 

 

○担当者等連絡先 

部署名 

担当者名 

責任者名 

TEL 

e-mail 

 

 

 
参考（競争参加資格（６）の資格要件） 
・樹木医の資格を有する従業員を直接雇用していること。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



（参考様式に係る補足説明資料） 

 

（別紙１について） 

・樹木医の資格を有する従業員を直接雇用していることを証明する書類として、

当該従業員に係る下表の該当書類のうち、いずれかの写しを提出すること。 

 

（別紙２について） 

・当該従業員に係る樹木医登録証の写しを提出すること。 

 

（その他） 

・提出書類に本籍地及びマイナンバーの記載がある場合は、マスキングすること。 

・提出された証明書類は返却しない。また、当該書類を競争参加資格に係る審査実

施の目的以外に提出者に無断で使用しない。 

 

該当書類 備考 

健康保険・厚生年金保険

被保険者標準報酬決定 

通知書 

事業主は使用する被保険者の標準報酬月額を都道府県又は健康

保険組合に届け出る義務があり、それに対し決定額が通知され

る。 

住民税特別徴収税額の

通知書・変更通知書 

給与の支払いをする者は、所得税の源泉徴収義務があり、住民

税の特別徴収義務者として指定される。 

雇用保険事業所別被保険

者台帳の写し 

（本件の公告日以降に

発行を受けたものに限

る。） 

労働者を雇用する事業所の事業主は、雇用保険法の規定による

各種届出の義務を負う。 

（雇用保険被保険者資格取得等確認通知書は確認書類には含まれ

ない。） 

健康保険被保険者証 

 

（記号・番号等にマスキン

グを施してから提出するこ

と。） 

法人もしくは常時5人以上の従業員を使用する事業所に使用

される者は、被保険者となる。 

（受注者名の記載がない場合は、健康保険組合等から加入証明書

の交付を受けるなど、必要な措置を講じること。） 



別添３ 

仕 様 書 
 
 
１．件    名   国立研究開発法人国立環境研究所環境整備維持管理業務 
 
２．業務契約期間      令和８年４月１日～令和１１年３月３１日 
 
３．業務実施場所       

（１）国立研究開発法人国立環境研究所 本部 

   茨城県つくば市小野川 16-2 

（２）国立研究開発法人国立環境研究所 水環境保全再生研究ステーション 

   茨城県稲敷郡美浦村大字大山無番地 

 
４．目    的 
  国立研究開発法人国立環境研究所（以下「NIES」という）内（屋内を除く）の植栽類の芝

刈、除草を中心とした維持管理を行うことにより、環境を整備することを目的とする。 
 
５．業 務 内 容 

請負者は、本業務の遂行に当たり、NIES 担当者と十分な打合せを行い、①芝刈、②除草、

③剪定、④ゴミ処理及び刈取り雑草の除去搬出等の業務を実施することとする。作業の時

期は概ね別紙１作業計画書に基づくものとする。 
 
（１）管理の範囲 
  ①つくば本部 
  （ｱ）砂利・花壇（手取り・機械刈り）年３回（別紙２図面 赤）   8,034.8 ㎡  
     a 砂利、花壇内の雑草の手取り及び機械刈り、集草搬出  

      b  低木及び寄植えの刈り込み 

c 紙屑、砕石等の除去 

    （ｲ）芝地（機械刈）年３回（別紙２図面 青）      21,992.2 ㎡ 

            年１回（別紙２図面 濃青）      1,756.6 ㎡ 

    a  芝の刈込み及び集草搬出  

    b  低木及び寄植えの刈り込み 

c 紙屑、砕石等の除去 

（ｳ）山林（機械刈） 

外周の山林雑草の全面刈取り 年２回（別紙２図面 紫）     55,183.4 ㎡ 

所内中央周辺の草刈り 年３回（別紙２図面 緑 ）         8,224.7 ㎡ 

所内地球温暖化研究棟前の草刈り 年１回（別紙２図面 橙 ）    6406.5 ㎡ 

    a 低木及び寄植えの刈り込み 

b 紙屑、砕石等の除去 

  （ｴ）外周生垣（剪定） 

       既存生垣原形を基本とし、平面に仕上げ、剪定により発生した枝葉の搬出を行う。 

    a 生垣の剪定 年１回（別紙２図面 黄）           700.0 ㎡ 

      ・西大通り 高さ 1.5ｍ  幅 0.5ｍ 

    b 生垣（剪定）年２回（別紙２図面 桃）                4,697.0 ㎡ 

      ・市道   高さ 1.5ｍ    幅 0.5ｍ 

・上原通り 高さ 2.5ｍ  幅 0.8ｍ 

 

 

 

  ②水環境保全再生研究ステーション 



  （ｱ）裸地（機械刈）（別紙３図面 緑）                    21,851.3 ㎡ 
      雑草の刈取り及び集草搬出  年３回 

  （ｲ）裸地（機械刈）（別紙３図面 青）                     9,034.4 ㎡ 
      雑草の刈取り及び集草搬出  年４回 
  （ｳ）芝地（機械刈）（別紙３図面 赤）                 6,573.2 ㎡ 
      芝刈り及び集草搬出     年４回 

  （ｴ）植込地及び砂利地（手取り）（別紙３図面 黄）            3,168.2 ㎡ 
      植込地及び砂利地の雑草の手取り及び集草搬出 年４回          

  （ｵ）植込地及び砂利地寄せ植え（刈込み）（別紙３図面 黄）  3,168.2 ㎡ 
        寄植え刈込 年１回 高さ 1.0～2.0ｍ      年１回 
 
  ③その他 
  （ｱ）上記の業務に関し、始業及び終業の報告を NIES 担当者に報告するものとする。 
  （ｲ）樹木の管理、植込地の剪定刈込み等については、年間を通じて請負者で直接雇用し

ている樹木医有資格者が管理指導すること。 
  （ｳ）植物の性質上、夏季植込地の剪定刈込等の作業が集中するが、年間を通じて植物の

成長をよく観察し、随時雑草の伸び具合を確認し、NIES 担当者と協議し行うものと

する。 
  （ｴ）除草にあたり、除草剤の散布は行わないこと。 

  （ｵ）機械刈り実施の際は、作業箇所付近に駐車している車両に注意し、事前に駐車禁止

措置を講ずる等十分配慮した上で作業を行うこと。 

  （ｶ）生物相の維持に資するものとして NIES が所定の方法でマーキングを行った草木等に

関しては、除草・刈り込みの対象外とすること。 

  （ｷ）①（ｴ）外周生垣の剪定を行う際は、選定により発生した枝葉が自動車を含む通行者

の妨げにならないよう適宜回収するとともに、剪定中は誘導員をつけて通行者の交通

整理を行うこと。 
 
（２）環境配慮 

（ｱ）環境研究の実施にあたっては、より自然に近い緑地管理が必要であり、野鳥、昆虫、

その他の小動物などが生息できる多様な自然環境を維持すること。なお、別紙４に

示す区域については、環境省の認定した「自然共生サイト」及び NIES が制定した

「植生保全優先区域」となっており、当該区域においては特に多様な生物相の維持

に留意すること。 

（ｲ）剪定枝等の処分に際しては、資源化を行っている事業者・処分場に引き渡すか、も

しくは請負者が資源化を行うこと。なお、処分・再資源化に係る費用は請負者が負

担するものとする。 

 

（３）管理用品 
業務遂行上、作業に必要な機具備品は、請負者が用意するものとする。なお、請負者

は機具備品を使用するに当たっては、善良な管理者の注意をもって使用するものとする。 
 
６．成果物の提出 

請負者は、毎年度業務の終了後、管理範囲及び作業内容を年度報告書として、NIES 担当

者へ提出するものとする。 

 
   報告書の仕様は、契約締結時においての国等による環境物品等の調達の推進等に関する法

律（平成 12 年法律第 100 号）第６条第１項の規定に基づき定められた環境物品等の調達の

推進に関する基本方針（以下「基本方針」という。）の「印刷」の判断の基準を満たすこと。 

  ただし、当該「判断の基準」を満たすことが困難な場合には、NIES 担当者の了解を得た

場合に限り、代替品による納品を認める。 

なお、印刷物にリサイクル適性を表示する必要がある場合は、以下の表示例を参考に、裏



表紙等に表示すること。 
リサイクル適性の表示：印刷用の紙にリサイクルできます 

この印刷物は、グリーン購入法に基づく基本方針における「印刷」に係る判断の基準
にしたがい、印刷用の紙へのリサイクルに適した材料［Ａランク］のみを用いて作製し
ています。 

 
なお、リサイクル適性が上記と異なる場合は NIES 担当者と協議の上、基本方針（https:

//www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/kihonhoushin.html）を参考に適切な表示を

行うこと。 

 
７．検    査 

 本業務終了後、10 日以内に NIES 担当者立会いによる本仕様書に基づく検査を実施し、合

格しなければならない。 
 
８．協 議 事 項 
  本業務に関し疑義等を生じたときは、速やかに NIES 担当者と協議の上、その指示に従う

ものとする。 

 
９．そ の 他 

請負者は、本業務実施に係る活動において、国等による環境物品等の調達の推進等に関

する法律（グリーン購入法）を推進するよう努めるとともに、物品の納入等に際しては、

基本方針で定められた自動車を利用するよう努めるものとする。 



（別紙１）

図表示 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

　備考）　　　　は観察期間とし、随時雑草及び芝の伸び具合を見て、NIESの担当者と協議し業務を行う。
また、観察期間には、随時、紙くず、空き缶、ガレキ等の収集を行う。

作　業　計　画　書
区　　分

砂利・花壇　年３回区 赤

芝地　年３回区 青

本
部
（
つ
く
ば
）

山林　年２回区 紫

外周剪定　年２回区 桃

山林　年１回区 橙

芝地　年１回区 濃青

山林　年３回区

水
環
境
保
全
研
究

ス
テ
ー
シ
ョ
ン

芝地　年４回区 赤

植込・砂利　年４回区 黄

寄植刈込み　年１回区 黄

裸地　年３回区 緑

緑

外周剪定　年１回区 黄

裸地　年４回区 青



学園西大通り

第２駐車場

第１駐車場

第３駐車場

植物生態園

（池）

生物実験池

調整池

実験ほ場

（３４）

地球温暖化対策国際研究棟

Ａ

6406.5

366.9

113.0

12.5

168.0

107.5

3
4
.
0

4
0
.
5

2
5
.
5

1
4
.
4

15.0

149.6

109.7

2502.4

1456.2

198.7

1690.81374.2

896.9

337.7

941.51657.2

336.9

463.4

623.2

534.6

560.5

104.0 172.7

32.0

22.5

13.0

65.6
184.4

131.0

Ｄ

Ｂ

Ｃ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

15730.87669.3

6246.84675.5

1700.0

666.2

788.8
2171.1

1194.6

2380.4

5267.9

147.4

23.7

55.3

169.5

483.8

169.5

43.4

1839.6

939.0

31.0

530.4

248.6

423.4

148.5

25.4

1783.9

環境試料タイムカプセル棟

101.2

2812.1

389.9

40.5

（別紙２）つくば本部 管理区分図

ビオトープ

ゾーン

ビオトープ

ゾーン

ＧＯＳＡＴ
2 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ 合 計

砂 利 ・ 花 壇 ( 年 ３ 回 ） 1,099.0 1,848.5 714.1 433.4 1,292.6 1,892.9 754.3 8,034.8

芝 地 （ 年 ３ 回 ） 3,773.7 2,393.8 6,084.9 1,023.4 1,193.8 1,559.3 5,963.3 21,992.2

山 林 （ 年 ２ 回 区 ） 11,959.9 2,380.4 0.0 23,400.1 0.0 4,154.5 13,288.5 55,183.4

山 林 （ 年 ３ 回 区 ） 366.9 0.0 1,690.8 2,502.4 948.0 1,791.6 925.0 8,224.7

外 周 （ 年 １ 回 区） 700.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 700.0

外 周 （ 年 ２ 回 区） 0.0 0.0 0.0 1,783.9 0.0 0.0 4,697.0

単位：㎡

エコチル試料保存棟

液体窒素保管庫

52.7

21.1

1,756.6 0.0

0.0 0.0 0.0 0.06,406.5 6,406.5

芝 地 （ 年 １ 回） 0.0

山 林 （ 年 １ 回 区 ） 0.0

1,756.60.0 0.0 0.0 0.0

0.0

2,913.1

0.0

815.1

842.1

9107.5



89.7

Ｂ

Ｄ
Ａ

55.6

24.0

24.0

24.0

16.1

16.1

16.1

16.1

16.1

197.8

23.0

23.0

23.0

23.0

23.0

23.0

23.0

23.0

65.8

8.0

507.1

2243.9

1512.0

145.3

1203.8
401.5

1780.7

69.8

74.7

3448.2

92.2

77.5

76.5

22.4

24.5

50.0

967.9

1425.8

42.5

12.5
1315.5

194.1

46.2

97.5

115.7 12.0

305.5

11.2

21.0

35.7

48.041.0

6.7

18.0

122.3

40.0

12.0

42.2

31.5

441.6

80.6

25.0

8085.4

25.0

25.0

47.5

28.0

28.0

71.8

24.4

11.9

144.0

19.6

41.0

137.8

302.2

510.9

3573.0

35.0

35.0

87.4

170.0

7428.1

Ｂ
Ａ

Ｃ

Ａ

51.5

341.0

17.7

41.6

115.7

167.9

212.4

59.4

333.0

317.6

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 合 計

裸 地 ( 年 ３ 回 区 ） 4,241.3 8,175.1 5,841.9 3,593.0 21,851.3

裸 地 ( 年 ４ 回 区 ） 9,034.4 - - - 9,034.4

芝 地 ( 年 ４ 回 ） 584.0 2,189.4 1,780.7 2,019.1 6,573.2

植 込 地 ・ 砂 利 地
（ 年 ４ 回 ） 635.0 1,077.3 792.2 663.7 3,168.2

単位：㎡

（別紙３）水環境保全再生研究ステーション 管理区分図



調整池

・・・多様な生物相の維持に重点を置き、保全を優先する区域
（半自然的な林地、および池など）

植生保全優先区域

環境省自然共生サイト認定区域

・・・自然共生サイトに関しては以下の環境省webサイトを参照

https://policies.env.go.jp/nature/biodiversity/30by30alliance/kyousei/

（別紙４）つくば本部 植生保全区域図

※2023年12月現在
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